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５ 全体構想 

（１）将来の都市構造 

将来の都市構造は、都市将来像を実現するため、都市づくりの基本方針に基づく基本的な土地利 

用区分や骨格的な都市施設等の配置に関する考え方を示すためのものです。 

本市では、分散する市街地間の「連携」と市街地内の「集約化」を実現する観点から、都市的土 

地利用と自然的土地利用の基本的なゾーニング、主要な都市拠点の配置とそれら拠点間を結ぶネッ 

トワーク、そして地域間を結ぶ骨格的なネットワークという３つの視点から、本市の将来都市構造 

を示します。 

１）都市的土地利用と自然的土地利用の基本的区分 

コンパクトな市街地形成を図るとともに、市街地を囲む山地や農地の無秩序な開発の抑制を図る 

ため、本市の都市的土地利用及び自然的土地利用を次のように区分し、それぞれの特性を踏まえた 

土地利用を展開します。 

１ 市街地ゾーン 

これまで積極的に公共基盤整備を進めてきた地区については、「市街地ゾーン」に区分し、各 

種都市機能の集積、都市基盤整備の推進、居住環境の向上を進めることによって、良好な市街地 

の形成を図ります。また、公共施設や商業施設の集客性を活かして、活気とにぎわいのある市街 

地の創出を図ります。 

２ 農地・集落地ゾーン 

市街地を取り巻く農地や集落地は、「農地・集落地ゾーン」に区分し、優良農地の保全及び農 

業基盤整備の推進を図るとともに、集落地における生活環境の向上を図ります。また、都市と自 

然が共存するゾーンとして、良好な自然環境や田園景観を持つ居住空間の形成を図ります。 

３ 山林ゾーン 

市街地の背後に広がる山地・丘陵地は、「山林ゾーン」に区分し、良好な自然環境の維持・保 

全を図ります。このうち、市中央部の「山林ゾーン」については、都市と自然とが共存するゾー 

ンとして、周囲の自然と調和する産業団地やレジャー空間の形成を目指します。また、宇部市と 

の境界をなす「山林ゾーン」については、現在残されている緑地を保全しながら、緑豊かな住宅 

地の形成に努めます。 

【用語解説】 

※ゾーニング： 「区分する」という意味の英語であり、機能や用途などを考えて空間を分けて配置することをいう。 

※ネットワーク：効果的、有機的に機能するようにつながれた網の目状の体系。人や道路、通信、企業、コンピュータ 

ーなどのつながりを指す。
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４ 海岸ゾーン 

本市の臨海部一帯は、「海岸ゾーン」に区分し、臨海部の特性を活かした土地利用の展開と瀬 

戸内海の環境保全に努めます。このうち、臨海部の工業団地については、新たな企業誘致をはじ 

めとして土地利用の有効活用を図ります。焼野海岸をはじめとする海浜については、利用者のニ 

ーズに応じた環境整備とあわせて、周辺の観光交流施設と一体的な利用促進を図ります。また、 

漁港については、港湾施設の整備、水産資源の保全・育成により水産業の振興を図ります。 

焼野海岸の夕陽
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図 都市的土地利用と自然的土地利用の基本的区分
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２）都市拠点の配置と拠点間連携の強化 

市の総合計画では、ＪＲ小野田駅～市民館周辺、ＪＲ厚狭駅周辺を「都市核」、サッカー場～公 

園通り周辺、ＪＲ埴生駅～埴生市街地周辺を「地域交流拠点」に位置づけ、これらを中心に様々な 

都市機能の集積を図ることとしています。この骨格的な拠点配置の考え方を踏まえ、日常的な生活 

に関わりの深い生活・産業系の都市拠点、そして、より豊かな生活に必要な交流・レクリエーショ 

ン系の都市拠点を次のように配置します。 

１ 生活・産業系拠点 

●総合サービス拠点 

市役所周辺、山陽総合事務所周辺については、本市の「総合サービス拠点」として位置づけ、 

各種行政サービス施設の集積を中心として、金融、医療福祉、文化教育などの多様なサービスを 

提供する拠点としての機能強化に努めます。 

●地域サービス拠点 

支所・出張所周辺については、「地域サービス拠点」として位置づけ、総合サービス拠点を補 

完する行政サービス施設を中心として、コミュニティ施設等の充実や商業機能の充実に努めます。 

●工業集積拠点 

臨海部一帯の工業団地と「東沖ファクトリーパーク」、内陸型工業団地の「小野田・楠企業団 

地」、「山野井・新山野井団地」については、本市の「工業集積拠点」と位置づけ、就業機会の確 

保と定住人口の増大に寄与する新規企業の誘致及び既存企業の定着・育成に努めます。特に、小 

野田・楠企業団地や新山野井団地については、インターチェンジとの近接性を活かした企業誘致 

を進めるため、インターチェンジへのアクセス道路の整備充実を図ります。 

●商業集積拠点 

都市核・地域交流拠点内の幹線道路沿道の商業施設集積地区、そして大規模商業店舗を核とす 

る商業集積地区については、本市の「商業集積拠点」として位置づけ、自動車を利用した購買、 

徒歩・自転車による購買の両方に対応できるような商業環境の整備に努めます。また、大規模商 

業店舗を核とする商業集積拠点については、その高い集客性を街なかの活性化に活用できるよう、 

近接する総合サービス拠点や地域サービス拠点との連携強化を図ります。 

●学術研究拠点 

山口東京理科大学については、「学術研究拠点」として位置づけ、本市産業との交流・連携、 

各種まちづくりへの参画を通じて、大学が持つ専門知識や経験、そして人材の活用を図ります。 

また、地域交流拠点との連携強化を図ることにより、大学と市民との交流機会の増大を目指しま 

す。 

【用語解説】 

※アクセス： 「接近、接触」という意味の英語であり、目的地に到達しようとする行為や交通手段をいう。
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図 生活・産業系拠点の配置
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２ 交流・レクリエーション系拠点 

●文化交流拠点 

市民館、中央図書館、文化会館、きらら交流館などの施設が集積する一帯を「文化交流拠点」 

として位置づけ、教育・文化等を中心とする市民交流の場の整備・充実を図ります。 

●スポーツ拠点 

市民体育館、野球場、サッカー場などが集積する一帯を「スポーツ拠点」と位置づけ、レジャ 

ー・スポーツを中心とする市民交流の場として各種施設の整備・充実を図ります。 

●レクリエーション拠点 

江汐公園、竜王山公園、物見山総合公園などの大規模公園については、「レクリエーション拠 

点」と位置づけ、オートキャンプ場・キャンプ場をはじめ、遊歩道、休憩施設などの日常利用施 

設の整備・充実を通じて、市内外の多くの人に利用される憩いの場としての機能向上に努めるも 

のとします。また、縄地ケ鼻公園、若山公園、須恵健康公園、そして糸根地区公園については、 

地域の「レクリエーション拠点」として位置づけ、近接する総合サービス拠点や地域サービス拠 

点との連携強化を図ります。 

竜王山公園
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図 交流・レクリエーション系拠点の配置 

３）広域・地域間の連携を強化するための「連携軸」の形成 

周辺都市へのアクセス性を向上させ、さらに、地形によって隔たれている地域間の連携を強化す 

るため、本市の充実した交通ネットワークを活かして次のような連携軸の形成・強化を図ります。
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１ 広域連携軸（国土連携） 

山陽新幹線、山陽自動車道については、国土レベルの連携を担う「広域連携軸」として位置づ 

け、市内から九州方面及び広島～東京方面とのアクセス性向上と、広域からの経済・文化・観光 

等の交流人口の増大を図ります。 

２ 広域連携軸（都市連携） 

国道２号、国道 190 号、国道 316 号、地域高規格道路山口宇部小野田連絡道路、ＪＲ山陽 

本線、ＪＲ美祢線については、周辺都市との連携を担う「広域連携軸」として位置づけ、鉄道駅 

における交通結節点機能の強化、幹線道路の走行性改善等によって都市間連携を強化します。 

３ 地域連携軸 

山地や河川などの地形によって隔たれている地域間を連絡する国道２号、国道 190 号、県道 

小野田山陽線、小野田湾岸線、ＪＲ山陽本線、ＪＲ小野田線を「地域連携軸」と位置づけ、一体 

の都市としての発展を目指して、地域間の連携強化を図ります。 

図 広域・地域間の連携を強化するための「連携軸」の形成
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図 将来都市構造のまとめ
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（２）土地利用の方針 

１）土地利用の基本的考え方 

本市には緑豊かな山林や美しい海岸、 農村の田園風景など、 多くの自然環境が残されていますが、 

近年の住宅開発や産業用地開発により、身近な農地や丘陵地が都市的土地利用へと変化し、市街地 

が拡大し続けてきたのも事実です。 

人口減少・少子高齢社会、循環型社会への対応を図るため、今後の土地利用においては、既成市 

街地内で土地利用の有効活用・高密度化を進めるとともに、周囲の自然環境を健全で良好な状態で 

保全します。このため、土地利用の配置についても、外側から中心部に向かうにつれて土地利用密 

度が高くなる同心円状パターンを基本とし、より多くの人々が利用しやすい場所に公共性の高い施 

設や住宅地・商業地を配置誘導し、郊外部には自然環境や田園環境と調和する低密度な低層住宅地 

を配置誘導します。 

また、本市では、地域によって特性の異なる市街地形態が見られることから、こうした歴史的特 

性や市民の意向等を活かすことに配慮しながら、きめ細かい土地利用の展開を図ります。特に、既 

成市街地内の空洞化と無秩序な市街地の拡大によって、個性のない街並みが増大しないよう、地域 

間の結びつきは強化しつつ、各地域において快適で魅力ある住み良いまちづくりを進めます。 

■市街地内の土地利用の集約化 

都市核や地域交流拠点などを中心に都市機能の集約化や都市基盤施設の整備を進め、歩い 

て暮らせるまちづくりを目指します。また、市街地内における低未利用地を積極的に活用し 

ながら、多くの人々が暮らす良好な市街地形成に努めます。 

■無秩序な市街化の抑制 

コンパクトな市街地形成を図るため、市街地縁辺部や郊外部での無秩序な開発を抑制し、 

農地や丘陵地の保全を図ります。 

■活力ある産業地の形成 

本市で働き暮らす人口の増大を図るため、新たな企業誘致や適正な商業施設の配置誘導に 

より、活力ある産業地の形成を進めます。 

【土地利用の基本方針】
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２）土地利用の配置方針 

１ 住居系市街地 

●一般住宅地 

商業系市街地や工業系市街地に近接する比較的密度の高い住宅地については、「一般住宅地」 

として位置づけ、住宅地を主体とした土地利用を基本としつつ、近隣商業施設や生活利便施設と 

の混在をある程度許容する地区とします。 

一般住宅地においては、狭隘道路しかない地区や、低未利用地を多く含む地区など、改善の必 

要性のある市街地が見られることから、地区計画や面整備事業等を導入しながら生活道路や下水 

道等の都市基盤整備を進め、快適で利便性の高い住宅地の形成を図ります。 

また、現在の土地利用形態に対して高すぎる容積率が指定されており、高層マンション等の建 

設によって良好な住環境や景観の悪化が懸念されるような地区においては、用途地域の見直しや 

高度地区の指定も検討します。 

●専用住宅地 

丘陵地に位置する住宅地や計画的に開発された住宅団地については、「専用住宅地」として位 

置づけ、低層住宅を中心とした良好な住環境の維持に努めます。このうち、既に良好な環境を有 

している住宅地や新たに開発を行う住宅地については、地区計画、緑地協定等の手法を活用しな 

がら、緑豊かな住宅地の維持又は形成を目指します。 

一方、宅地化が進まず、都市基盤施設の整備も進んでいない地区については、今後の土地利用 

の見通し等を踏まえながら、市街地から除外することも検討します。 

良好な専用住宅地のイメージ（青葉台） 

【用語解説】 

※地区計画：都市計画法に基づき、地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる計画。道路、 

公園等の地区施設の位置や、建築物の用途や形態・デザインの制限、容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率制限、 

敷地面積の最低限度、建物高さの最高限度・最低限度、壁面の位置、外壁後退などを規制・誘導することができる。 

※緑地協定：都市緑地法に基づき、関係者全員の合意により区域を設定し、緑地の保全又は緑化に関する協定を締結す 

るもの。 

※容積率：敷地面積に対する建築延べ面積（延べ床）の割合をいい、都市計画でその限度を定めている。
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●農村集落地 

用途地域の指定のない区域に形成された集落地のうち、地域サービス拠点を中心として大規模 

なまとまりを持つ集落地については、「農村集落地」として位置づけ、周辺の営農環境と調和の 

取れた良好な居住環境の整備に努めます。また、農村集落地内で計画的に開発された住宅団地に 

ついては、専用住宅地と同様に、低層住宅を中心とした良好な住環境の維持に努めます。 

●漁村集落地 

漁港周辺に形成された密集した住居系市街地については、「漁村集落地」として位置づけ、防 

災上の安全性に配慮したまちづくりを進めます。このため、空き家・老朽家屋の除却や建築規制 

緩和措置の導入についても検討しながら、道路空間確保や不燃化促進等を図ります。 

２ 商業・業務系市街地 

●複合業務市街地 

本市の「都市核」であるＪＲ小野田駅周辺、ＪＲ厚狭駅周辺に「複合業務市街地」を配置し、 

行政施設、教育・文化施設、金融施設、医療・福祉施設といった行政・業務施設の集積を維持す 

るとともに、これら施設や鉄道駅に近接する利便性を活かして、商業業務施設の集積促進、中高 

層マンション等の建設促進を図ります。特に、土地区画整理事業により都市基盤施設が整備され 

た地区については、快適な都市型住宅や商業業務施設の建設を誘導し、計画的に複合型の土地利 

用形成を進めます。 

●商業集積地 

本市の主要な大型商業施設の多くは幹線道路の沿道に立地していますが、市街地に近接してい 

ることが特徴であり、コンパクトな市街地形成を進めていく上での強みともいえます。 

このため、市役所周辺の国道 190 号沿道、公園通り周辺、そして、大規模商業施設を核とし 

て商業施設が集積する地区については、「商業集積地」として位置づけ、市民及び地域住民の購 

買需要に対応できる商業機能の維持・充実を図る観点から、土地利用規制又は誘導の手法を検討 

します。 

なお、歩いて暮らすことのできるコンパクトな市街地の形成を図る観点から、郊外部に向かっ 

てスプロール状に商業施設が拡散することのないよう、商業集積地以外の地区においては、大型 

商業施設の立地を規制する手法の導入も検討します。 

【用語解説】 

※土地区画整理事業：公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため、換地手法によって土地の区画形質を変更する 

とともに、道路、公園、広場などの公共施設の整備を行う事業。 

※スプロール：市街地が無計画に郊外に拡大し、虫食い状の無秩序な市街地を形成すること。
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３ 工業系市街地 

●臨海工業地 

臨海部に形成された石油コンビナートや大規模工場集積地については、「臨海工業地」として 

位置づけ、道路、港湾等の産業基盤の充実を図るとともに、既存産業の高度化や産学公の連携等 

を通じて活力ある産業機能の維持に努めます。また、産業公害及び都市防災の観点から、事業所 

内及び周辺の緑化を推進し、良好な工業地形成を目指します。 

このうち、東沖ファクトリーパークにおいては、瀬戸内海に面し、小野田港に近接している強 

みを活かした企業の誘致に努めます。 

●内陸工業地 

丘陵地内に造成された大規模な工場、工業団地については、「内陸工業地」として位置づけ、 

周辺の自然環境や居住環境と調和する工業地形成を図ります。 

このうち、小野田・楠企業団地、新山野井団地等では、山陽自動車道、山陽新幹線などの高速 

交通体系に近接している強みを活かした企業の誘致に努めます。 

４ 自然系土地利用 

●農地 

厚狭川河口一帯の干拓地や市街地の周辺に広がる農地については、農業振興と農地保全を基本 

とし、新たな市街化を抑制するとともに、農地がもつ生産、環境保全、防災などの多面的機能の 

保全を図ります。 

●山地・丘陵地 

本市を取り囲む山地については、水源涵養、防災、生態系保全等の機能の維持・増進を図るた 

め、今後も良好な自然環境を保全するとともに、自然散策等の場として保全・活用を図ります。 

また、市街地の周辺に広がる丘陵地については、市街地に近接する貴重な緑地としての機能を 

持つことから、都市と自然とが調和する地区として保全・活用を図ります。
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図 土地利用方針図
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（３）交通体系整備の方針 

１）交通体系整備の基本的考え方 

本市の交通体系は、山陽新幹線の厚狭駅開業や山陽自動車道の開通、さらに、バイパス道路の整 

備などが積極的に進められた結果、広域的なアクセス性の面では非常に便利になっています。しか 

し、一方で、国道 190 号をはじめ、慢性的に交通渋滞が発生する区間がみられるほか、住宅地内 

の狭い道路を自動車が通り抜けるために歩行者の安全性が懸念される地区もみられるため、自動車 

及び歩行者の安全で円滑な移動を確保する道路ネットワークの形成が必要です。また、高齢化に伴 

い自家用車を使わない人が増えることが予想されるため、自転車・歩行者空間の整備や公共交通サ 

ービスの充実がますます求められているといえます。 

今後は、これまで整備してきた道路、鉄道、港湾などの交通基盤を活かしながら、分散する各地 

域間をつなぐとともに、コンパクトな市街地を形成し、歩いて暮らせるまちづくりを実現する交通 

体系の整備を進めます。 

■安全で快適に移動できる道路空間の整備 

歩道、自転車・歩行者用道路の整備を進めることにより、安全で快適に通行できる道路空 

間の整備に努めます。また、市の骨格を形成する幹線道路については、各地域から発生する 

交通を効率的に集約し、通過交通を円滑に処理するため、全市的観点からみた適正な配置・ 

整備を進めます。 

■持続可能な公共交通サービスの確保・提供 

高齢者をはじめ自家用車を使わない人の移動手段の確保、地球環境への負荷の低減などの 

観点から、事業者との連携のもと、持続可能な公共交通サービスの確保・提供に努めるとと 

もに、鉄道・バスの利用促進に向けた基盤整備を図ります。 

■将来の土地利用、地域のまちづくりと連動した道路整備 

将来のまちづくりと整合し、整備効果の高い道路について、重点的に整備を進めるととも 

に、社会経済情勢の変化や、代替道路が整備されたことで必要性が低くなった計画道路につ 

いては、地域住民の意向等も踏まえながら計画の見直しも検討します。 

【交通体系整備の基本方針】
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２）道路網の整備方針 

１ 国土連携を担う高速自動車道路の活用 

山陽自動車道については、国土連携を担う高速自動車道路として位置づけ、広域交流を促進す 

る基盤として活用を図ります。 

２ 主要幹線道路の整備 

山口宇部小野田連絡道路、国道２号、国道 190 号、国道 316 号及び県道小野田山陽線につ 

いては、都市連携及び地域連携を担う主要幹線道路として位置づけ、未整備区間の整備・改良を 

進めます。 

このうち、山口市を起点とし、山口宇部空港、宇部港、小野田港を結び、山陽自動車道小野田 

インターチェンジに至る道路として整備が進められている地域高規格道路山口宇部小野田連絡 

道路については、本市区間の整備を促進し、地域間の連携強化、国道 190 号の慢性的な渋滞解 

消、山口・宇部・小野田地区の連絡強化等を図ります。 

３ 幹線道路の整備 

幹線道路は、各地域から発生する交通を主要幹線道路に円滑に導くとともに、市街地の骨格を 

形成する役割を担う道路であり、都市計画決定された路線の未整備区間の整備・改良を進めると 

ともに、社会経済情勢の変化などで整備の必要性が低くなった路線については、住民との合意形 

成、関係機関との調整を図りつつ、計画の見直しを検討します。また、その他の幹線道路におい 

ても、交通渋滞緩和や歩行者への安全性などの観点から、必要に応じて道路拡幅、歩道設置、交 

差点改良等によって、安全で円滑な交通環境の整備に努めます。 

４ 補助幹線道路の整備 

補助幹線道路は、 市街地内の交通を集約化して幹線道路、 主要幹線道路に円滑に導くとともに、 

安全で良好な生活空間を形成する役割を担う道路であり、市街地形成状況や周辺土地利用等も考 

慮し、適正な市街地形成を図るべき地域の整備促進を図ります。一方、周辺に代替道路が整備さ 

れたことで必要性が低くなった路線や、将来も市街化の見込みが低い郊外部に配置された路線に 

関しては、 今後、 住民との合意形成、 関係機関との調整を図りつつ、 計画の見直しも検討します。 

Topics 
●道路区分と機能 

・主要幹線道路 都市間の交通や通過交通等、比較的長距離の交通を処理する道路（県レベルの骨格道路） 

・幹線道路 都市内の拠点を結び、地区レベルの交通を集約して都市の骨格を形成する道路 

・補助幹線道路 近隣住区と幹線道路とを結び、近隣住区レベルの骨格を形成する道路
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３）公共交通及び歩行者空間の整備方針 

●鉄道 

鉄道駅における交通結節点機能の強化、バリアフリー化を進め、分かりやすく、安全に公共交 

通機関が利用できる環境改善を図ります。 

また、ＪＲ小野田線については、人口や都市施設が集積する市街地内を通っているという強み 

と、鉄道によって市街地が東西に分断されているという弱みを考慮し、より利用しやすく、市街 

地の一体性を強化できるような環境の整備について検討します。 

●バス 

少子高齢社会、低環境負荷型社会に対応し、自家用車を使わない人も便利に生活できる社会を 

構築するため、 「山陽小野田市交通活性化計画」をもとに、効率的・効果的なバス運行、公共交 

通不便地区への対応なども検討しながら、持続可能な公共交通サービスの構築を目指します。 

●歩道及び自転車・歩行者用道路 

自家用車に依存し、車が中心となったまちから、誰もが楽しく歩いて暮らせるまちへと再構築 

を目指すため、主要な移動経路における歩道の設置、市内の主要施設や公園・緑地などを回遊す 

る自転車・歩行者空間の整備を図ります。 

４）その他交通基盤の整備方針 

重要港湾小野田港については、小野田港東沖地区への新たな企業立地の推進、港湾に連絡する 

道路の整備によって需要増大を図るとともに、 航路、 泊地の浚渫や港湾施設の整備拡充を促進し、 

小野田港の利用促進を図ります。 

【用語解説】 

※交通結節点：異なる交通手段(場合によっては同じ交通手段)を相互に連絡する乗換・乗継施設。 

※バリアフリー：障がい者を含む高齢者等の社会生活弱者が、社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害 

が取り除かれた状態をいう。 

Topics 
「山陽小野田市交通活性化計画」は、バス路線を含め、地域の実情に応じた、本市の望ましい「交通体系」のあ 

り方を明らかにし、実現するための指針として策定されたものです。 

本計画では、「生活交通を守る体制づくり」、「便利で効率的な生活交通体系づくり」、「乗りたくなる生活交通の環 

境づくり」を基本方針に設定し、都市核・地域交流拠点間交通の強化、交通結節点機能の強化、地域の実情に合っ 

た交通サービスの提供などを進めていくことを掲 

げています。 

計画では、 地域の実情に合った交通サービスの選 

択肢の一例として、「デマンド（予約乗合）運行」 

があげられています。 

デマンド運行とは、 需要に応じて路線の変更又は 

休止するシステムで、電話予約等により、自宅や病 

院などの目的地近くで乗降することも可能になり 

ます。 効率的な運行が可能となるため、 中山間地域 

において多く実施されています。 

■ デマンド運行システムのイメージ 

market 

1   2   3  

4   5   6  

7   8   9  

*  8   #  

Ａさん宅 

Ｂさん宅 

運行管理者 

病院 
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予約 

予約 

運行 
指令 
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（Ｂさんからのデマ 
ンドがない場合）
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図 交通体系の方針図
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（４）都市環境の保全及び創出の方針 

１）都市環境の保全及び創出の基本的考え方 

本市は、北側一帯を山林に囲まれ、南側は瀬戸内海の周防灘に面しており、豊かな自然環境に囲 

まれた都市です。さらに、市街地のすぐ近くに農地や丘陵地が広がり、厚狭川、有帆川には、多く 

の動物や昆虫の生息が確認されています。しかし、農林業従事者の減少等を背景とした農地や山林 

の荒廃、市街地の拡大による農地や丘陵地の緑の減少が懸念されており、この保全方策を検討する 

ことが必要になっています。また、生活環境面では、下水道普及率が全国平均や県平均と比較して 

も大きく遅れており、早期整備に対する要望が多くあげられています。 

一方で、江汐公園、竜王山公園、物見山総合公園などの大規模公園をはじめ、各地で公園整備を 

進めてきた結果、市民１人当たりの公園面積が 40 ㎡以上という、全国的にみても公園整備水準の 

高い都市となっています。こうした公園の多さや各公園が持つ魅力は、本市にとって重要な財産と 

なっていますが、利用者のニーズに対応した適正な維持管理や施設の再整備が課題になっています。 

また、少子高齢化がますます進む中で、身近な地域で日常的に利用できる公園整備が求められてお 

り、地域住民が主体となって、どのような公園を整備し、どのように維持管理していくか検討する 

ことが重要となっています。 

このため、農地や山林の保全、公園・緑地や下水道等の整備により、豊かな自然環境と調和し、 

環境への負荷を可能な限り抑える都市づくりを進めるとともに、市民が健康で安心して暮らせる快 

適な都市環境の形成に努めます。 

■緑のネットワークと魅力ある公園の整備 

環境負荷の少ない都市構造を目指し、快適な歩行者空間となるような連続性のある緑のネ 

ットワークの形成を進めます。また、公園利用者や地域住民の意見も反映しながら、地域特 

性や公園ごとの特徴を活かした魅力ある公園整備を進めるとともに、子供からお年寄りまで 

皆が安心・快適に利用できるよう、公園のバリアフリー化や安全対策の充実に努めます。 

■自然環境の保全と都市内における自然の回復 

現在の自然環境が将来にわたって維持されるよう、各種法制度を活用しながら、計画的な 

保全・整備を図ります。さらに、道路や公園、住宅地等における緑化の推進や、豊かな生態 

系を有する水辺空間の整備によって、都市内における自然の回復や緑の増加に努めます。 

■環境負荷軽減に寄与する都市施設の整備 

環境への負荷軽減を図る観点から、地域の特性や将来の市街化の見通し等も踏まえながら、 

下水道、廃棄物処理施設などの整備、更新に努めます。 

【都市環境の保全及び創出の基本方針】
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２）公園・緑地の整備方針 

１ 緑のネットワークによる連続性・回遊性の向上 

市街地内の緑の連続性や市街地から公園までの回遊性を活かした緑のネットワーク、河川や海 

岸の連続性を活かした水辺のネットワークの形成を図り、分散する市街地を緑や水辺がつなぐ都 

市構造を創出します。これら緑や水辺のネットワークについては、歩道、自転車・歩行者用道路 

の整備、緑化やベンチ等の設置などにより、安全で快適な歩行者空間の創出を図ります。 

また、「厚狭の寝太郎物語」 をテーマに５つの公園が連続する厚狭川河畔寝太郎公園のように、 

地域固有のテーマやストーリー性を持たせた回遊ネットワークの整備を図ります。 

２ 身近な公園の整備 

身近な公園が不足している地区において新たな公園の整備を図るとともに、既存の公園・緑地 

についても、より多くの人々に利用され愛着が持てるよう、利用者のニーズに対応した利用方法 

や維持管理方法を検討し、住民主体による公園づくりを進めます。また、道路沿いの未利用地や 

歩道の一部を活かしたポケットパークや広場の設置等により、街なかを歩く人々が憩える空間の 

創出を図ります。 

市民の声 

「市民アンケート」では、 「大きな公園」に対する満足度が高いのに対して、「身近な公園」に対する 

満足度は若干低い、という結果となりました。また、身近な公園については、「新たな公園整備」より 

も「維持管理の充実」を求める回答者が多いという結果となっています。 

今後は、単に公園を作るだけでなく、今ある公園を、もっと使いやすく、もっと快適に利用するため 

の工夫が求められています。 

Topics 
「厚狭川河畔寝太郎公園」は、 「寝太郎が船で佐渡にわたり、わらじに付着した砂金 

を桶で洗い集めてその資金で厚狭川をせき止め、大井手をこしらえて灌漑用水路を作 

り、荒れ地を豊かな水田にした」と伝えられる民話「厚狭の寝太郎物語」をテーマにし 

た公園です。 

物語にちなんで、「ゆめ広場」「千石船の公園」「わらじの公園」「桶の公園」「砂金の 

公園」という 5 つの公園が整備されています。

file:///C|/Documents%20and%20Settings/OKA/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/MP0F2PE1/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%8C%87%E7%A4%BA%E5%86%85%E5%AE%B9%EF%BC%8820081126%EF%BC%89%20(1).doc
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３ レクリエーション拠点となる大規模公園の整備・充実 

●江汐公園 

江汐公園は、湖を中心に、ツツジをはじめ豊かな自然や四季 

折々の花に触れられる場所として、本市を代表する観光名所に 

もなっている公園です。この公園では、子供からお年寄りまで 

が安心・快適に過ごせるような施設整備に努め、豊かな自然を 

活かした憩いの場として利用される公園づくりを進めます。 

●竜王山公園 

竜王山公園は、瀬戸内海に面して 360 度の眺望を持ち、花見 

やオートキャンプなどもできる場所として、本市の観光名所に 

もなっています。また、山野草、ヒメボタルをはじめ、豊かな 

自然に触れられる場所ともなっています。この公園では、登山 

道や園路の整備充実を図るとともに、近接する焼野海岸や市街 

地との回遊性を高め、より多くの人々に利用される公園づくり 

を進めます。 

●物見山総合公園 

物見山総合公園は、厚狭の市街地に近接し、花菖蒲園など豊 

かな自然を体験できる公園です。この公園では、キャンプ場施 

設や散策路の整備充実に努めるとともに、市街地から公園まで 

の回遊性を高め、より多くの人々に利用される公園づくりを進 

めます。 

●縄地ケ鼻公園 

縄地ケ鼻公園は、岩礁や動植物の保護と保全を基本理念とし 

て整備された公園です。この公園では、芝生広場や休養施設の 

充実に努めるとともに、快適な水辺空間を保全し、散策や野外 

レクリエーションなどを楽しめる公園づくりを進めます。 

●若山公園・須恵健康公園 

若山公園、須恵健康公園は、小野田の市街地内にあって、手軽な運動や花見などができる公園 

です。 これらの公園では、 桜をはじめとする植樹の管理、 運動施設の整備充実に努めるとともに、 

公園間の回遊性を高め、緑の広がりや空間の一体感を感じられる公園づくりを進めます。 

●糸根地区公園 

糸根地区公園は、市指定天然記念物の「糸根の松原」があり、手軽な運動や散策を楽しめる公 

園です。この公園では、老朽化した施設の再整備など園内施設の整備充実に努め、地域住民がよ 

り快適に利用できる公園づくりを進めます。
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３）自然環境保全の方針 

１ 良好な自然環境の保全 

市域北側に広がる山林については、保安林、地域森林計画対象民有林などの法規制の指定・運 

用による保全に努めるとともに、自然体験や学習の場としての活用を図ります。 

市街地に隣接する丘陵地の緑については、緑地保全地域や風致地区などの指定も検討し、市民 

が身近に触れあうことのできる緑として保全・活用を図ります。 

海岸や河川においては、生態系に配慮した整備を図るとともに、親水空間の整備や憩いの場の 

整備等によって水辺に親しめる環境づくりに努めます。 

２ 無秩序な市街化の抑制と農地の保全 

郊外部における無秩序な市街地拡大を抑制するため、優良農地の適正な保全に努めるとともに、 

地域の特性や住民意向等も踏まえながら、用途地域の指定のない区域にも、都市計画に基づく土 

地利用規制の導入を検討します。 

３ 市街地内の緑化の推進 

市民と行政が一体となった活動を通じ、地区計画や緑地協定等を活用しながら、住宅地や事業 

所敷地など身近な地域における緑化を推進します。 

その他、公園や道路などの都市施設や、多くの人が利用する市内公共施設敷地における緑化を 

推進し、適切な維持管理に努めます。 

【用語解説】 

※保安林：森林法に基づき、災害防止、産業の保護、公共福祉の増進など、特定の公共目的を達成するために指定され、 

伐採などに制限が課せられた区域。 

※地域森林対象民有林：森林法に基づき都道府県知事が 5 年ごとに策定する計画を「地域森林計画」といい、この「地 

域森林計画」が対象とする民有林を指す。 

※緑地保全地域：都市緑地法に基づき、里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな行為 

の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する制度。 

※風致地区：都市計画法に基づき、都市の風致を維持するために定められる地区。自然の景勝地、公園、沿岸の樹林、 

緑の多い住宅地などが対象となり、地区内での建築物の建築や宅地の造成等に対して一定の規制がかけられる。 

※地区計画：都市計画法に基づき、地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる計画。 

※緑地協定：都市緑地法に基づき、関係者全員の合意により区域を設定し、緑地の保全又は緑化に関する協定を締結す 

るもの。 

Topics 
山口県では、集落営農の取組みを強化するため、担い手不足が見込まれる地域において、関係者の合意に基 

づき、地域の農地を責任をもって引き受け、管理してくれる組織で、農地や多彩な人材など貴重な農村資源を 

次世代に継承する受け皿となり、新たな経営安定対策等の国の施策の対象ともなり得る特定農業法人・団体を 

重点的に育成しています。 

Topics 
本市には、「竹林ボランティア」として活動する団体があり、竹林の整備を中心に活動しているほか、タケ 

ノコや竹炭の生産等、活動の幅を広げるための先進事例の調査にも取り組んでいます。また、伐採した竹を活 

用した生垣作りに取り組むとともに、イベント等での指導ができるよう竹細工技術の習得を目指しています。
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図 緑と水辺の方針図
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４）生活環境の保全方針 

１ 緑化の推進による大気環境保全 

工場等に起因する産業型公害、自動車排気ガスなどに起因する都市生活型公害などの発生を抑 

制し、 都市の大気環境の保全を図るとともに、 工場周辺の緩衝緑地、 幹線道路沿道の街路樹など、 

大気浄化作用を持つ緑地の整備に努めます。 

２ 適正な排水処理による水環境保全 

総合的、効率的な下水道整備や生活排水対策の推進により、河川、海などの水質汚濁の防止に 

努めます。 

このうち、公共下水道については、汚水管網の整備により下水道普及率の向上に取り組むとと 

もに、汚水処理施設の整備、更新を進めます。また、農村集落においては、農業集落排水整備な 

どにより、生活環境の改善と営農環境の保全を図ります。その他、公共下水道認可区域外及び農 

業集落排水整備区域外においては、浄化槽の設置を支援します。 

３ 廃棄物の利活用と適正処理 

様々な廃棄物を回収、利活用するための施設整備や体制構築を進めるとともに、一般廃棄物処 

理施設やし尿・浄化槽汚泥処理施設の統合、更新を図ります。 

また、産業廃棄物処理対策として、最終処分場を確保するとともに、不法投棄の撲滅に向けた 

監視・指導体制の強化に努めます。
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（５）市街地整備の方針 

１）市街地整備の基本的考え方 

本市では、丘陵地部で緑豊かな住宅団地や工業団地の開発を進める一方で、ＪＲ小野田駅・ＪＲ 

厚狭駅周辺で拠点市街地の形成に努めてきました。しかし、既成市街地では、農地や未利用地が介 

在する低密度な市街地や、道路などの都市基盤が整備されていない市街地も多くあり、良好な市街 

地形成に向けて適切な整備を進めることが必要となっています。 

また、コンパクトな市街地形成を進めるためには、郊外部における新たな市街地の整備よりも、 

既成市街地内における良好な住環境整備を重点的に進める必要があります。 

このため、既存の社会資本を最大限活用するとともに、新たな公共施設についても既成市街地内 

に配置するなど、既成市街地内の居住環境の向上や土地の有効利用の促進に努めます。また、地域 

の特性に配慮したきめ細かいまちづくりを推進するため、住民参加によるまちづくりの中で、地区 

計画、建築協定等の活用を図ります。 

■安全・快適に生活できる市街地環境の整備 

安全・快適で利便性の高い市街地形成を目指し、生活道路の改善、オープンスペースの確 

保、適正な建物更新及び立地誘導を図ります。また、既に緑豊かで魅力的な環境を備えてい 

る住宅団地においては、良好な居住環境が保全され、さらに充実されるよう努めます。 

■地域特性を踏まえたきめ細かな市街地整備の推進 

各地域が抱えている問題や課題を十分に考慮しながら、きめ細かい市街地整備を進めます。 

特に、歴史的・文化的資源周辺の市街地については、これらの資源の持つ特性や景観を活か 

した市街地の形成に努めます。 

■住民が主体となった市街地整備の推進 

今後、様々な機会を通じて住民意向の把握・反映に努めるとともに、住民主体のまちづく 

りが積極的に進められるよう、幅広く情報を発信していきます。また、まちづくり協議会な 

ど、住民が主体となって話し合いや意思決定ができる体制づくりに努めます。 

Topics 
近年、国では、このまま放置すれば低密度化・荒廃化が懸念される郊外市街地において、 

「みどり」「農地」「すまい」への土地利用転換を誘導していくなど、市街地を上手に縮退 

していく（スマートシュリンク）方策について検討が進められています。 

現時点では、新たな土地利用ニーズに関する不透明さ、縮退に必要となる費用捻出の困 

難さなどから、実現に向けての課題が山積していますが、引き続き具体的な手法を検討す 

ることとされています。 

【市街地整備の基本方針】
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２）市街地整備手法の運用方針 

１ 土地区画整理事業等の導入 

現在、都市計画決定されている地区においては、事業手法の再検討も含めて事業の早期完了に 

努めるとともに、地区計画を併用した敷地再編も検討しながら早期の市街化を図ります。 

新たな土地区画整理事業に関しては、住民や関係者の理解と協力を得ながら、事業効果の高い 

地区を対象として実施することとし、個人または組合による事業の実施も検討します。 

２ 地区計画等の活用 

既に市街地が形成されており、生活道路や公園等の施設が不十分な地区においては、地区計画 

等を活用して、計画的な市街地更新を図ります。特に、建物が密集する地区においては、老朽化 

した建築物の建替えとあわせて、狭隘道路の拡幅、行き止まり道路の解消等を進め、安全に歩け 

る生活空間の整備を図ります。 

図 地区計画による市街地更新のイメージ 

【用語解説】 

※土地区画整理事業：公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため、換地手法によって土地の区画形質を変更する 

とともに、道路、公園、広場などの公共施設の整備を行う事業。 

※地区計画：都市計画法に基づき、地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる計画。道路、 

公園等の地区施設の位置や、建築物の用途や形態・デザインの制限、容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率制限、 

敷地面積の最低限度、建物高さの最高限度・最低限度、壁面の位置、外壁後退などを規制・誘導することができる。 

市民の声 

「市民アンケート」では、お住まいの地域で特に整備・改善が必要な施設と 

して「日常よく使用する生活道路」をあげる回答者が最も多く、全体の約 24％ 

を占めていました。 

特に、歩道の整備を求める回答者が多く、安全に歩ける生活空間の整備が求 

められているといえます。
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３ 空き家問題への対応 

住民の転出や店舗の撤退等により発生している既成市街地内の空き家・空店舗については、自 

治会や商店街による調査等を活用しながら、その実態把握に努めます。また、転入者のための住 

居、地元自治会等のためのコミュニティ施設やイベント会場などとして、空き家・空店舗を再利 

用できるような仕組みづくりに努めます。
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（６）都市景観形成の方針 

１）都市景観形成の基本的考え方 

高度成長期以降、地域の風土や歴史・文化が顧みられることなく全国どこでも同じような街並み 

が作られてきました。しかし、近年では、美しい街並みや独自の景観が、その都市の魅力や品格、 

さらには「住み良さ」を構成する重要な要素となっています。 

本市では、市街地周辺の田園風景、その背後に広がる丘陵地の緑、厚狭川、有帆川に代表される 

河川、 周防灘に面した開放感ある海岸など、 豊かな自然を感じさせる景観に囲まれています。 また、 

古代の史跡や近代の文化遺産が点在し、本市の個性を演出する要素となっています。しかし、既成 

市街地の衰退による古い街並みの喪失、郊外部への市街地拡大による個性のない街並みの形成とい 

った状況もみられ、山陽小野田らしい景観を保全又は形成するための取り組みが必要になっていま 

す。

今後は、自然的景観と都市的景観とが調和し、本市の個性を活かした魅力と活力ある街並みを創 

出できるよう、市民、行政、専門家がそれぞれの役割を発揮しながら、一体となって景観形成に対 

する取り組みを進めていきます。 

■山陽小野田市らしい個性ある景観資源の発掘 

市街地を取り囲む豊かな自然、そして、市内に分布する史跡や歴史的建造物が本市にとっ 

てどのような役割を担ってきたかを再確認し、将来にわたって保全すべき景観資源とその保 

全に対する考え方を市民と行政とで共有するよう努めます。 

■優れた景観と調和する街並みの創出 

優れた自然景観や歴史景観の周囲の市街地においては、景観を阻害することのないよう構 

造・デザイン等に配慮するとともに、周辺の景観との一体性や連続性を持つ良好な街並みの 

創出を目指します。 

■景観の保全・創出を実現化するための規制・誘導の導入 

景観資源の保全や、「住み良さ」を感じられる良好な街並みの形成を図るため、景観行政 

団体への移行も視野に入れ、地域の特性や市民の意向等も踏まえながら、適切な規制・誘導 

方策を検討します。 

【用語解説】 

※景観行政団体：景観法に基づく景観行政を担う主体で、景観計画を策定することができる。政令指定都市、中核市以 

外の地域では都道府県がその役割を負うが、都道府県同意を得た市町村は景観行政団体となることができる。景観計 

画は、観行政団体が景観に関するまちづくりを進める基本的な計画として、景観法に基づき景観形成上重要な公共施 

設の保全や、整備の方針、景観形成に関わる基準等をまとめる計画。 

【都市景観形成の基本方針】
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２）都市景観の形成方針 

１ 市街地を取り巻く豊かな自然景観の保全 

市街地の背後地に広がる丘陵地・山地については、保安林、地域森林対象民有林、風致地区等 

によって緑豊かな自然景観の保全を図ります。また、自然とふれあえる登山道や展望台などの眺 

望点の整備により、市街地や瀬戸内海を眺望できる場を確保します。 

市街地周辺及び干拓地に広がる農地については、無秩序な市街化の抑制とともに健全な営農環 

境の維持を図ることにより、のどかな田園景観の保全を図ります。 

現在も一部に残る自然海岸やきららビーチ焼野などの人工海浜、また、厚狭川、有帆川などの 

河川については、防災面、環境面で必要となる対策も考慮しながら、美しい海岸景観の保全・整 

備、身近な水辺空間として連続性のある河川景観の形成を目指します。 

２ 歴史・文化を活かした個性ある都市景観の形成 

古墳時代に作られた長光寺山古墳などの古墳、近世に作られた浜五挺唐樋などの土木建造物、 

そして近代に作られた小野田セメントに関連する建築物等については、本市の長い歴史を今に伝 

え、本市の個性を形づくる貴重な財産です。これら歴史・文化資源の残る周辺一帯については、 

一体的に歴史・文化的景観が形成されるよう努めます。 

Topics 
山口県では、身近にある良好な景観をかけがえのない財産として、守 

り、育て、活用していくために、「山口県景観アドバイザー登録制度」 

を創設し、平成 17 年度から運用しています。山口県景観アドバイザー 

登録制度とは、県、市町、県民及び事業者が取り組む景観形成の活動の 

支援を図るため、景観に関する知識・経験を有する方を山口県景観アド 

バイザーとして登録し、派遣する制度です。 

長光寺山古墳 

小野田セメント徳利窯 

浜五挺唐樋 

小野田セメント山手倶楽部 

厚狭毛利家墓所及び墓碑

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/profile/bunkazai/04-04.htm
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３ 快適でうるおいのある市街地景観の創出 

市街地の形態や特性を踏まえ、快適でうるおいのある景観の創出を目指します。 

●住宅地景観 

住宅地については、地区計画、建築協定、緑地協定などを活用しながら、敷地内及び沿道の緑 

化、 構造やデザインの統一などにより、 ゆとりとうるおいのある住宅地景観の形成を目指します。 

●商業地景観 

駅前商業地や大規模商業施設周辺においては、地区の特性を踏まえながら、舗装、街灯、街路 

樹などの修景整備を図るとともに、人々の憩える空間の整備などにより、にぎわいのある景観形 

成を目指します。 

●工業地景観 

工業地については、緩衝緑地や敷地内緑地により、周辺の市街地や丘陵地と調和した良好で緑 

豊かな工業地景観の創出を図ります。 

●道路景観 

市街地内の主要な幹線道路については、街路樹等による緑化を推進するとともに、沿道敷地に 

おける緑化やデザインの統一化を誘導し、緑豊かな道路景観の形成を目指します。その他、山間 

部や海岸部の幹線道路については、周辺の自然景観との調和に配慮した整備を図ります。 

【用語解説】 

※保安林：森林法に基づき、災害防止、産業の保護、公共福祉の増進など、特定の公共目的を達成するために指定され、 

伐採などに制限が課せられた区域。 

※地域森林対象民有林：森林法に基づき都道府県知事が 5 年ごとに策定する計画を「地域森林計画」といい、この「地 

域森林計画」が対象とする民有林を指す。 

※風致地区：都市計画法に基づき、都市の風致を維持するために定められる地区。自然の景勝地、公園、沿岸の樹林、 

緑の多い住宅地などが対象となり、地区内での建築物の建築や宅地の造成等に対して一定の規制がかけられる。 

※地区計画：都市計画法に基づき、地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる計画。 

※建築協定：対象とする区域内全員の合意により、区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態・デザイン、建築 

設備等に関する協定を締結するもの。 

※緑地協定：都市緑地法に基づき、関係者全員の合意により区域を設定し、緑地の保全又は緑化に関する協定を締結す 

るもの。
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（７）都市防災の方針 

１）都市防災の基本的考え方 

近年、全国各地で発生している災害の状況をみると、大規模地震発生が予想されている地域以外 

でも大規模な地震が発生していることや、台風や前線に伴う集中豪雨や予測困難なゲリラ豪雨の発 

生頻度が著しく増加していることが指摘されています。また、被災した地域の状況から、老朽住宅 

が密集した市街地や集落地では、一箇所の火災発生が甚大な被害をもたらすことや、中山間地域や 

急傾斜地の集落では、土砂災害による直接的な被害だけでなく、道路寸断によって集落が孤立する 

危険性も高いことが明らかになりました。 

本市は、干拓地を中心として浸水の危険性のある地区や、中山間地域を中心として土砂災害の危 

険性の高い地区が各地に分布しています。また、宿場町（半宿）や漁村集落などでは、狭い道路を 

挟んで木造の建物が密集しており、消防車が進入できないような地区もみられます。 

今後、地震災害や水害、土砂災害、火災など、あらゆる災害から市民の生命と財産を守り、市民 

が安心・安全に暮らせるように、「減災」の視点に立って、災害に強い都市づくりを推進します。 

■被害を軽減するための都市基盤整備の推進 

道路、公園、河川などのオープンスペースは、災害時における避難路や避難場所、延焼遮 

断帯などの機能を備えており、これら都市基盤施設を整備することによって、災害による被 

害の拡大防止を図ります。また、災害の発生を未然に防止するため、河川改修、護岸整備、 

急傾斜地崩壊対策事業などの整備を推進します。 

■災害危険性の高い市街地の解消 

都市基盤整備を進める一方で、建物の耐震化・不燃化等を進めることで、地震や火災に伴 

う被害発生及び被害拡大の抑制を図ります。特に、木造密集市街地や浸水・土砂災害の危険 

性の高い市街地については、市街地整備事業や地区計画等の導入可能性も検討しながら、危 

険性の解消に努めます。 

■防災まちづくりと都市計画との連動 

防災にとって重要な「自助」「共助」「公助」という基本的な考え方を踏まえ、地域住民の 

視点からみた安心・安全のまちづくりを、住民が主体となって進めていけるような仕組みの 

構築を図ります。 

【都市防災の基本方針】
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２）都市防災の整備方針 

１ 水害に強い都市づくり 

河川改修などの河川整備、沿岸部における護岸整備、そして低平地における内水排除対策を計 

画的に進めるとともに、集中豪雨などによる浸水被害を防除するため、雨水排水整備を計画的に 

推進します。 

ただし、近年の災害の経験からも明らかなように、想定外の台風や大雨が来ると、堤防の決壊 

や溢水によって住宅浸水などの災害が発生する恐れがあります。このため、浸水が予想される地 

区においては、ハザードマップを活用した図上訓練等を通じて、地域の避難場所や避難路を周知 

し、被害を最小限に抑えるとともに、宅地内に雨水を一時的に貯留することによる流出量の抑制 

や、新たな市街地開発抑制の必要性や妥当性について検討します。 

２ 震災・火災に強い都市づくり 

市街地の避難圏域等を考慮しながら、災害時の避難場所となる公園をバランス良く配置すると 

ともに、これら避難場所とのネットワークに留意した道路の整備を進めます。また、整備にあた 

っては、延焼遮断機能が確保されるよう、植樹帯の配置、植樹の種類等に留意します。 

建築物が密集する市街地においては、火災の延焼防止を図るための防火地域・準防火地域の指 

定や、生活道路や公園の整備と一体となった市街地の改善方法などを検討するほか、災害時にお 

ける避難路の閉塞防止のため、ブロック塀の安全対策や生垣化の促進に努めます。 

Topics 
災害の発生を完全に予知し、防ぐことは不可能といわれており、いつか必ず起こる災害に備えるこ 

とが重要であると指摘されています。 

「減災」とは、 「防災」が災害の発生を未然に防ぐことを重視するのに対し、災害発生後の被害を最 

小限にとどめることを重視する考え方であり、平時から「自助、共助、公助」による取り組みを進め 

ることが重要となります。 

「自助」とは自らの命は自分で守ること、「共助」とは隣近所が助け合って地域の安全を守ること、 

「公助」とは行政が個人や地域の取組みを支援することをいいます。阪神・淡路大震災でも、倒壊家 

屋から救出された人の多くが、地域住民の手によって助け出されたことが報告されています。 

市民の声 

「市民アンケート」では、台風や地震時の防災対策に対する満足度が低 

い、という結果が得られました。また、地域によっては、多くの人が空き 

家や老朽住宅の増加を心配しています。 

災害に対する不安を感じなくて済むように、 災害の発生を防ぐための取 

り組み、 そして、被害の拡大を最小限にするための取り組みが求められて 

います。
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３ 土砂災害に強い都市づくり 

市内の災害危険箇所を事前に把握し、正しい情報を地域住民に周知することにより、土砂災害 

による被害拡大を防ぐよう努めます。また、集中豪雨などによる土石流や、急傾斜地での崩壊と 

いった災害を防止するため、関係機関と連携を図りながら、砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業等 

を推進します。 

【用語解説】 

※急傾斜地崩壊対策事業：急傾斜地とは、傾斜度 30°以上の斜面を言い、「急傾斜地崩壊危険区域」として指定された 

区域内において、擁壁や落石防護策などの急傾斜地崩壊防止施設の整備を行う事業。 

※ハザードマップ：様々な自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。予測される災害の発生地点、 

被害の拡大範囲（被害程度）、避難場所などの情報が地図上に示されている。 

※図上訓練：地図を用いて大きな災害が発生する事態を想定し、危険が予測される地域または事態をシートの上に書き 

込んでいく訓練。 

※防火地域・準防火地域：建築物の構造等を規制することにより、火災の延焼拡大を抑制し、安全なまちづくりを目指 

す地域。防火地域は、商業地域など、建築物の密集した火災危険率の高い市街地に指定され、準防火地域は、防火地 

域に準ずる地域について指定される。 

※砂防事業：流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂災害から下流部に存在する人家、耕地、公共施設等を守 

ることを主たる目的とする事業。
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